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国立大学法人会計の仕組み   
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運営費交付金の推移について 

 国から交付されている運営費交付金は、これまで、自助努力による効

率改善を図るものとして、一定の係数により、毎年、削減されてきまし

た。令和5年度の運営費交付金は、平成16年度（国立大学法人化

初年度）と比べ、1,155百万円の減額となっています。このため、法人

としての機能強化や外部資金の獲得などによって、この減額を補う運営

が求められています。 

※右表に示す運営費交付金は、基幹運営費交付金（平成27年度以前は、一般

運営費交付金及び特別運営費交付金）の推移であり、特殊要因運営費交付金

（退職給付費用等）を含みません。 

2 



 

引当特定資産制度の新設について 

 令和4事業年度より改訂された国立大学法人会計基準により、引当特定資産の制度が新たに設けられました。 

これは、事業に必要な施設設備を行うことを目的として、安定的かつ継続的な更新及び国立大学法人等債の償還を行うた 

めに要する資金を留保することができる制度となります。 

留保するにあたっては、文部科学大臣の承認による目的積立金とは別に、各国立大学法人等の判断で、当該事業年度  

の減価償却費計上額を限度として、減価償却引当特定資産、又は、国立大学法人等債償還引当特定資産として、貸借 

対照表の「投資その他資産」へ計上できるようになりました。 

 本学は、令和4事業年度においては、102百万円を計上しており、この引当特定資産は令和５事業年度において、医療 

機器等の整備に充てています。 
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現金の裏付けのない帳簿上の利益 

    病院収入等は対価を伴う業務による収入であることから、民間企業と同様の会計処理となります。国立大学法人特有の損 

    益均衡を前提とした会計処理は行わず、診療等の実施による収益はそのまま各年度の収益となります。そのため、病院収入等 

    により資産を取得した場合には、支出年度と費用計上年度が異なるため、以下のように現金の裏付けのない帳簿上の利益や 

    損失が発生します。  

国立大学法人の利益 

    国立大学法人の利益には、「経営努力により生じた 

 利益」と「現金の裏付けのない帳簿上の利益」との2つが 

 あります。 

   国立大学法人は公的な性格を有していることから、 

 利益の獲得を目的としていません。しかしながら、国民の 

 皆様から資金をご負担いただいていることから、経費節 

 減などの創意工夫を行うことは必須のものです。   

   この経費節減等によって生じ、また、文部科学大臣に 

 認められた利益については、「経営努力により生じた利 

 益（インセンティブ）」となります。 

   これは、次年度以降の教育・研究等の活動を充実させために、「目的積立金」として中期計画に定める使途に沿って使用す 

 ることができます。なお、現金の裏付けのない帳簿上の利益については、「積立金」として次年度以降に損失が発生した場合に、 

 相殺することとなります。  
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貸借対照表 

  

（単位：百万円） 

 貸借対照表とは、財政状況を明らかにするために、決算日におけるすべての資産（土地、建物、備品、現金及び預金 等）、負債（借入金、未払金 

等）及び純資産（政府出資金、資本剰余金 等）を記載し、報告するものです。       注：各金額は単位未満を切り捨てているため、計は一致しない場合があります。  
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財務データ 

【貸借対照表の概要】 
  

 資産の部は29,440百万円と、前年度より62百万円増加して 

おります。 

 これは、固定資産が建物等の経年による価値の減少や図書の

廃棄により減少し、また一方で、流動資産が補助金等に係る前

期未収金の回収などにより現金及び預金が増加したことによりま 

す。 

 負債の部は16,756百万円と、前年度より293百万円減少し 

ております。 

 これは、固定負債が国等からの借入金を返済したことにより減少

し、また一方で、流動負債が基幹設備の更新に係る支払いの増 

加などにより未払金が増加したことによります。 

 純資産の部は12,684百万円と、前年度より354百万円増加 

しております。 

 これは、国から出資を受けた資産の経年により価値が減少し、ま

た一方で、前期及び当期利益の処分等により増加したことにより 

ます。 

令和５年度

純資産

123億円

資産

294億円

負債

171億円

負債

167億円

純資産

127億円

資産

294億円

負債

減少

令和４年度

令和４年度

固定資産

18,805千円

令和４年度

流動資産

10,574千円

令和５年度

固定資産

17,725千円

令和５年度

流動資産

11,715千円

令和４年度

固定負債

9,302千円

令和４年度

流動負債

7,746千円

令和５年度

固定負債

8,536千円

令和５年度

流動負債

8,220千円

資産 遷移 

内側：令和４年度 

外側：令和５年度 

令和４年度 令和５年度 増減

29,379 29,440 62

18,805 17,725 △ 1,080

土地 3,730 3,730 －

建物等 8,313 7,767 △ 546

工具器具及び備品 4,461 4,254 △ 206

図書 1,981 1,770 △ 211

その他有形固定資産 20 21 1

無形固定資産 9 10 1

投資その他の資産 290 172 △ 118

10,574 11,715 1,141

現金及び預金 4,540 6,144 1,604

未収入金 5,582 5,059 △ 523

たな卸資産等 413 466 52

その他流動資産 39 46 7

17,049 16,756 △ 293

9,302 8,536 △ 766

借入金 4,895 4,328 △ 568

長期未払金（リース債務等） 2,373 1,795 △ 577

退職給付引当金 703 777 74

その他固定負債 1,332 1,636 305

7,746 8,220 474

運営費交付金債務 69 41 △ 28

前受外部資金債務等 1,502 1,494 △ 8

借入金（1年以内返済） 1,017 1,049 32

リース債務（１年以内返済） 620 630 10

賞与引当金 381 403 22

未払金 3,898 4,405 506

その他流動負債 260 197 △ 62

12,330 12,684 354

資本金 965 965 －

資本剰余金 763 439 △ 324

積立金 － 4,642 4,642

目的積立金 － － －

前中期目標期間繰越積立金 5,960 5,960 －

当期未処分利益/損失（△） 4,642 678 △ 3,964

固
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資

産

流

動

資

産

資

産

の

部

負

債

の

部

　

固

定

負

債

　

流

動

負

債

純

資

産

の

部

負債 遷移 

内側：令和４年度 

外側：令和５年度 
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貸借対照表関連 財務指標   

 

 流動比率とは、１年以内に現金化できる流動

資産に対する、返済・支払期日が１年以内の流

動負債の割合を示す比率で、この比率が高いほど

経営の安全性が高いことを示す指標です。  

 本学は、130%以上の流動比率を目指し財務

改善に取り組んでおりますが、令和4年度は

136.5%となり、目標を達成しております。この数

値は、国立医科単科大学平均と同等の水準と

なっています。 

【計算式：流動資産÷流動負債】 

◤ 流動比率 

923 1,249 1,017 

11,807 

23,013 

25,776 

7.8%

5.4%

3.9%

3.8%

0

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

48,000

H16年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

借入金返済額 附属病院収入 附属病院収入対長期借入金返済比率(本学) 国立医科単科大学 平均

 

 借入金返済比率は、附属病院収入に対する長期借入金

返済の比率であり、この比率が低いほど健全性が高いことを示 

す指標です。 

 令和5年度は3.9%となり、前年度よりも低下しており、順 

調な返済ができている状況を示していますが、国立医科単科 

大学平均よりも高い水準となっています。 

【計算式：借入金返済額÷附属病院収益】 

 

 資産老朽化比率は、年数経過によって資産価

値が減少（減価償却）していく建物などについ

て、その減価償却がどの程度進んでいるのかを表す

比率で、この比率が高いほど、耐用年数が迫って 

いることを示します。 

 令和5年度は74.7%となり、前年度よりも増加 

しておりますが、国立医科単科大学平均よりも高

い水準となっています。 

【計算式：有形固定資産減価償却累計額 ÷           

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価 】 

 借入金返済比率◥ 

◤ 資産老朽化比率 

3,149 

34,021 
35,412 

20,725 

46,716 47,433 

15.2%

72.8%
74.7%

64.6%

0

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

48,000

56,000

64,000

H16年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

減価償却累計額 有形固定資産取得価額-土地 資産老朽化比率(本学) 国立医科単科大学 平均

6,901 
6,239 

11,715 

4,744 

7,784 
8,219 

145.5%

80.1%

142.5%

131.1%

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

平成16年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

流動資産 流動負債 流動比率(本学) 国立医科単科大学 平均

百万円

百万円

百万円



 

損益計算書   

（単位：百万円） 

 損益計算書とは、運営状況を明らかにするために、一事業年度におけるすべての費用（教育経費、研究経費等）と収益（運営費交付金収益、学生

納付金収益等）とを記載し、報告するものです。                          注：各金額は単位未満を切り捨てているため、計は一致しない場合があります。  

 これまで国立大学法人が公表していた財務諸表は、損益均衡を前提とする概念を基に作成されてきたことから、ステークホルダーから見ると分かりにく

いといったご意見が示されておりました。このことから、よりわかりやすい財務諸表とするために、令和４年度より会計基準が改訂されました。この改訂にあ

たり最も影響が大きいものとして、資産見返負債の原則廃止が挙げられます。これは、従来の資産見返負債といった国立大学法人特有の勘定科目を

用いることにより、固定資産の取得時（運営費交付金・授業料・寄附金を財源とする場合）において、減価償却の進行に伴い当該費用と同額を収

益化処理していたものを、この改訂により、固定資産の取得時に一括して収益化処理するといった処理に変更されました。このため、損益均衡を前提と

する概念は原則無くなり、単年度では損益均衡しないこととなります。ただし、補助金を財源とする固定資産の取得時においては、これまでの資産見返

負債に替えて長期繰延補助金等に名称を変更し用いています。なお、この改訂による影響は、令和４年度において負債の減少や臨時利益の 

増加といったかたちで現れています。 

国立大学法人会計基準の改訂   
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令和４年度 令和５年度 増減

32,080 32,520 440

業務費 31,635 32,054 418

診療経費 16,778 17,305 527

人件費 12,869 12,582 △ 287

教育・研究等経費 1,473 1,614 141

受託研究・事業費 516 552 37

財務費用（支払利息） 62 61 △ 1

一般管理費 376 379 3

雑損 7 26 19

33,640 33,208 △ 432

運営費交付金収益 4,967 4,963 △ 5

附属病院収益 24,730 25,666 936

外部資金収益 1,197 1,034 △ 163

学生納付金収益 607 587 △ 20

その他収益 2,137 957 △ 1,181

財務収益 1 1 1

1,559 688 △ 871

臨時利益 2,982 42 △ 2,940

臨時損失 36 52 15

目的積立金取崩額 137 － △ 137

3,083 △ 10 △ 3,093

4,642 678 △ 3,964

経

常

費

用

経

常

収

益

経

常

損

益

臨

時

損

益

等

当期総利益・損失

令和４年度

診療経費

16,778

52%

令和４年度

人件費

12,869

40%

令和４年度

その他費用

2,434

8%

令和５年度

診療経費

17,305

53%

令和５年度

人件費

12,582

39%

令和５年度

その他費用

2,633

8%

令和４年度

運営費交付金収益

4,967

15%
令和４年度

附属病院収益

24,730

73%

令和４年度

その他収益

3,942

12%

令和５年度

運営費交付金収益

4,963

15%

令和５年度

附属病院収益

25,666

77%

令和５年度

その他収益

2,579

8%

費用 

遷移・構成 

内側：令和４年度 

外側：令和５年度 

収益 

遷移・構成 

内側：令和４年度 

外側：令和５年度 

【損益計算書の概要】 
  

 経常費用は32,520百万円と、前年度より440百万円増加しております。 

 これは、診療経費が世界的なエネルギー価格の高騰や円安などの影響を受け、資材の物価高騰や光熱費の上昇により増加し、また一方で、人件費が

教職員の退職等に伴い減少したことなどによります。 

 経常収益は33,208百万円と、前年度より432百万円増加しております。 

 これは、附属病院収益が診療単価や病床稼働の上昇により増加し、また一方で、新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の交付が減少したことな

どによります。 
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損益計算書関連 財務指標   

 

  人件費比率は、業務費に占める人件費の割

合を示す指標であり、この比率が低いほど業務効 

率が高いことを示す指標です。 

 令和5年度は39.3%となり、前年度よりも低下

していますが、これは光熱費を含む業務費の増加 

が大きな要因となっています。この数値は、国立医 

科単科大学平均と同等の水準となっています。 

【計算式：人件費÷業務費】 

◤ 人件費比率 

 

 一般管理費比率は、業務費に占める一般管理費の

割合を示す指標であり、この比率が低いほど管理運営 

効率が高いことを示す指標です。 

 令和5年度は1.2%となり、前年度と同率であり、一

貫して低水準を保っています。この数値は、国立医科 

単科大学平均よりも低い水準となっています。 

【計算式：一般管理費÷業務費】 

 

 診療経費比率とは、附属病院収益に対する診

療経費の比率でり、この数値が低いほど病院の収 

益性が高いことを示します。 

 令和5年度は67.4%となり、これは診療材料や

光熱費の高騰が影響し高い数値となっています 

が、前年度よりもわずかに減少しています。この数 

値は、国立医科単科大学平均よりも低い水準と 

なっています。 

【計算式：経常利益÷経常収益】 

一般管理費比率◥ 

◤ 診療経費比率 

8,061 

12,734 12,582 

18,309 

29,109 
32,054 

44.0% 43.7%

39.3%

38.8%

0
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20,000
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60,000

70,000

H16年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

人件費 業務費 人件費比率(本学) 国立医科単科大学 平均

百万円

200 340 379 

18,309 

29,109 

32,054 
1.1% 1.2%

1.2%

1.4%

0

10,000

20,000

30,000
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60,000

H16年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

一般管理費 業務費 一般管理費比率(本学) 国立医科単科大学 平均

百万円

9,008 

14,383 

17,305 

12,426 

22,866 

25,666 

72.5%

62.9%
67.4%

71.2%

0

8,000

16,000

24,000

32,000

40,000

48,000

H16年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

診療経費 附属病院収益 診療経費比率(本学) 国立医科単科大学 平均

百万円
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  学生当教育経費とは、学生一人当たりの教育

経費を示す指標であり、この数値が高いほど学生 

一人当たりに要した教育経費が大きいことを示しま

す。 

 令和5年度は471千円となり、教育水準の維持

向上に努めていたことによるもので、前年度よりも 

増加しています。この数値は、国立医科単科大学 

平均よりも高い水準となっています。 

【計算式：教育経費÷学生数】 

◤ 学生当教育経費 

 

 教員当たり研究経費とは、教員一人当たりの研究

経費を示す指標であり、この数値が高いほど教員一 

人当たりに要した研究経費が大きいことを示します。 

 令和5年度は2,537千円となり、前年度よりも増加 

しておりますが、国立医科単科大学平均よりも低い水 

準となっています。 

【計算式：研究経費÷教員数】 

 

 外部資金比率は、経常収益に占める受託研究 

等外部資金の割合を示す指標であり、この比率が 

高いほど資金獲得力が高いことを示す指標です。 

 令和5年度は3.1%となり、前年度よりも低下し

ており、国立医科単科大学平均よりも低い水準と

なっています。より一層の外部資金獲得に努める 

必要があります。 

【計算式：外部資金収益÷経常収益】 

教員当研究経費◥ 

◤ 外部資金比率 
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百万円



 

附属病院

85%

医学部・

研究科

8%

学内施設等
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法人共通
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キャッシュ・フロー計算書   

 キャッシュ・フロー計算書とは、資金の調達や運用状況を明らかにするため、一事業年度の資金の流れを「業務活動」・「投資活動」・「財務活動」の三つ

の区分に分けて表示し、報告するものです。                                                  注：各金額は単位未満を切り捨てているため、計は一致しない場合があります。  

セグメント情報   

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 

 セグメントの区分は、本学の業務に応じて、附属病院、医学部・研究科、学内施設等 以上の3区分とし、各セグメントに配賦しえない業務費用、業務

収益は、法人共通として区分しております。                                       注：各金額は単位未満を切り捨てているため、計は一致しない場合が あります。 

経常収益に占める 

各セグメントの財源 

（収益）規模 
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令和４年度 令和５年度 増　減

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 2,960 3,426 467

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,017 △ 605 412

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,309 △ 1,217 92

Ⅳ 資金増加額（又は減少額) 634 1,604 970

Ⅴ 資金期首残高 3,906 4,540 634

Ⅵ 資金期末残高 4,540 6,144 1,604

経常費用 27,459 2,547 936 1,577 32,520

業務費 27,349 2,547 923 1,235 32,054

診療経費 17,305 - - - 17,305

人件費 9,812 1,587 398 784 12,582

教育・研究等経費 98 595 518 404 1,614

受託研究・事業費 134 365 7 47 552

財務費用 53 0 7 0 61

一般管理費 31 0 7 342 379

雑損 26 - - 0 26

経常収益 28,174 2,621 793 1,619 33,208

運営費交付金収益 1,576 1,302 654 1,431 4,963

附属病院収益 25,666 - - - 25,666

外部資金収益 211 721 10 93 1,034

学生納付金収益 - 517 70 - 587

その他収益 722 82 59 94 957

財務収益 - - - 1 1

経常損益 715 74 △ 143 42 688

計セグメント区分 附属病院

　

　医学部・

　研究科

学内施設等 法人共通

【キャッシュ・フロー計算書の概要】 
 

Ⅰ 業務活動キャッシュ・フローは、3,426百万円と前年度より467百万円増加しています。このうち、増加要因は主に、附属病院収入が増加し人件費支 

 出がが減少したことによるものです。一方で、減少要因は主に、診療材料に係る支出の増、また、補助金や運営費交付金収入が減少したことによるもの 

 です。 

Ⅱ 投資活動キャッシュ・フローは、△605百万円と前年度より412百万円減少しています。減少要因は主に、医療機器等の整備に係る支出が減少した   

 ことによるものです。 

Ⅲ 財務活動キャッシュ・フローは、△1,217百万円と前年度より92百万円減少しています。増加要因は主に、借入金返済額が減少したことによるもので 

 す。 



 

教育の理念…………………………………………………………………………………………… 

 豊かな人間性と幅広い学問的視野を有し、生命の尊厳と高い倫理観を持ち、高度な知識・技術を身につけた医療人及び研

究者を育成する。また、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に貢献する医療者を育てる。 さらに、教育、研究、医療活動を

通じて国際社会の発展に寄与する医師及び看護職者の養成に努める。  

理念/目標   

 
学 部 

教育の目標…………………………………………………………………………………………… 

 旭川医科大学は上記の理念の下にこれらを達成するため、次のような目標を掲げる。 

  1 幅広い教養とモラルを養うことにより、豊かな人間性を形成する。 

  2 生命の尊厳と医の倫理をわきまえる能力を養い、病める人を思い遣る心を育てる。 

  3 全人的な医療人能力や高度な専門知識を得るとともに、生涯に亘る学習・研究能力を身につける。 

  4 幅広いコミュニケーション能力を持ち、安全管理・チーム医療を実践する資質を身につける。 

  5 地域・僻地住民の医療や福祉を理解し、それらに十分貢献しうる意欲と能力を獲得する。 

  6 積極的な国際交流や国際貢献のための幅広い視野と能力を習得する。 

基本理念……………………………………………………………………………………………… 

  1 医療系大学院として、基礎研究と臨床研究の多様な取組を通し、医学・看護学の総合的な発展を図ります。 

  2 自主・自律の精神を以て深く真理を探究し、真伨な研究活動を通して知の創造を目指します。  

  3 多様で調和のとれた教育体系のもと、豊かな教養と高い人間性、厳しい倫理観を備えた、 優れた研究者と高度の専門能 

     力を持つ人材を育成します。  

  4 開かれた大学院として、地域に根ざすと同時に世界との連携にも努め、 医療福祉の向上と国際社会の調和に貢献します。  

 
大学院 

教育目標（博士課程 [医学専攻]）………………………………………………………………… 

 1 秀でた独創性、豊かな人間性、厳しい倫理観を備えた、医学教育者・研究者の育成 

 2 地域社会の医療福祉の充実のために、指導的な役割を担える高度専門職業人の育成 

 3 国際社会で、医学・医療の取組を通し、その普遍的価値を共有できる人材の育成   

基本理念……………………………………………………………………………………………… 

 患者中心の医療を実践し、地域医療に寄与するとともに、国際的に活躍できる医療人を育成する。  
病 院 

目標  ………………………………………………………………………………………………… 

 1 人権や尊厳を思い遣る患者中心の医療を行う。 

 2 安心・安全を心がける中で、高度な医療を提供する。 

 3 予防・健康医学に取り組み、地域医療や福祉の向上に貢献する。 

 4 倫理観にあふれ国際感覚に富んだ医療人を育成する。 

 5 未来の医療を創造し、その成果を国内外に発信する。 
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教育目標（修士課程 [看護学専攻]）……………………………………………………………… 

 1 豊かな人間性、優れた研究能力、高い倫理観を備えた、看護学教育者・研究者の育成 

 2 看護専門職者として、優れた問題解決能力を発揮し、指導的役割を担える人材の育成 

 3 看護学の取組を通して、地域社会における保健・医療・福祉に貢献できる人材の育成 



 

ミッションの再定義   

○旭川医科大学の建学の理念に基づき、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に貢献する医師・研究者等の養成を積極的 

○に推進する。特に、道内の高校や医療機関と連携し、地域医療に対する強い意欲・使命感を持った学生の積極的な受入れ 

○を推進する。 

○北海道の医療支援の実績から発展した遠隔医療の研究、高齢化に対応した脳機能医工学研究の推進等、地域特性に対 

○応した様々な研究を始めとする研究の実績を活かし、先端的で特色ある研究を推進し、新たな医療技術の開発や医療水準 

○の向上を目指すとともに、次代を担う人材を育成する。 

○橋渡し研究支援拠点として、基礎研究成果の臨床への応用を強力に推進することにより研究成果の実用化を図り、日本発 

○のイノベーション創出を目指す。 

○北海道と連携し、道内の地域医療を担う医師の確保及びキャリア形成を一体的に推進し、広大な北海道の医師偏在の解 

○消に貢献する。 

○地域がん診療連携拠点病院、救命救急センター、地域周産期母子医療センター、地域災害拠点病院等として、地域医療 

○の中核的役割を担う。 

 ミッションの再定義とは、各国立大学と文部科学省が意見交換を行い、研究水準、教育成果、産学連携等の客観的デー 

タに基づき、各大学の強み・特色・社会的役割（ミッション）を整理したものです。 

 これに基づき、本学としては、今後、大学の強みや特色を伸ばし、さらなる教育・研究・医療の発展、意欲ある医療人 

の育成など、その社会的役割を一層果たしていくための機能強化を図っていきます。 

○旭川医科大学の建学の理念に基づき、地域医療に根ざした医療・福祉の向上に寄与するため、豊かな人間性と思考力、高 

○い倫理感を有する看護職を育成する。特に、臨地実習までの学習成果を確認し客観的臨床能力試験（OSCE）を導入す 

○るとともに能動的学修空間を整備するなど、学生の意欲に応えるため、教育内容や学修環境を充実させ、教育効果を高める。 

○がん看護専門看護師を始め急激な高齢化に対応した高度専門的人材や指導的な人材を育成するとともに、看護職の復職 

○支援等によって看護師不足に対応し、道北・道東を始めとする地域の医療へ貢献する。 

○遠隔看護の研究等の取組を活かし、広大かつ厳しい気候条件にある道北・道東を始めとする地域の住民の健康保持に貢献 

○する。発展途上国の保健行政･母子保健における医療人材の育成の取組を活かし、国際性豊かな医療人を育成し、国際社 

○会への貢献を目指す。 

大学の基本的な目標 （第4 期中期目標期間） 
  

 旭川医科大学は、地域医療を担う人材育成という大学設置の原点を踏まえ、更なる教育・研究・医療等の発展、意欲 

ある医療人の育成、社会貢献等を果たすため、以下の基本的な目標を定める。 

1  豊かな人間性と基礎的能力を育む教育を通じ、研究力、実践的能力を持ち、国際的感覚を備えた意欲的な医療人を育成する。 

2  リサーチマインドを涵養し、独創的で質の高い研究を推進する。 

3  ステークホルダーとの共創により、地域社会の活性化を図る。 

4  地域医療の充実と先端的な医療の推進を図り、多職種協働による安全でレベルの高い医療を提供する。 

5  大学ガバナンス体制の点検・見直しを進め、安定した財務基盤を構築する 
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組織・機構図   
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意思決定体制   

 本学では、役員（監事を除く。）の職務の執行が国立大学法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確 

保するための内部統制システムを整備し、継続的にその見直しを図るとともに、役員及び職員への周知や研修の実施、必要な情報システムの更新 

に努めています。内部統制システムに関する事務を統括する役職員は、定期的な連絡の機会を設け、内部統制システムに関する事務を統括する 

役員に対し、必要な報告が定期的に行われることを確保しています。 

 また、本学が掲げる目標を達成するために、学長を頂点とする意思決定ルールを定めており、重要事項の決定については役員会での議決だけで 

なく、特に経営上の重要事項については「経営協議会」で、教育・研究上の重要事項については「教育研究評議会」で審議を行っています。経営 

協議会については、その委員の半数以上を学外委員で構成しており、学外の意見を経営に反映する仕組みとしています。さらに本学では、運営の 

円滑化を図るために、学長の下に、「大学運営会議」を設置しており、本学の運営に関する企画・立案及び学内の意見調整を行っています。 

 これらに加え、国立大学法に基づき、法令等に従って業務が適正に実施されているかについて監査するため、監事を置いています。 

 上記の意思決定体制を図に示しますと、以下のとおりとなります。 
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法人基本情報   
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大学院 
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大学院 

病院 
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大学院 

病院 
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大学院 

病院 

6 

 

沿革   
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トピックス   
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トピックス（研究成果）   

 本学では未来の医療につながる研究成果を様々な分野の講座から発信しています。 

 ここでは、その一部をご紹介します。 
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開学50周年について 

病院 
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 旭川医科大学基金について   
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ステークホルダーの皆様へ 

 国立大学法人は、国からの運営費交付金を重要な財政基盤とするとともに、多様な関係者からの

財源に支えられた公共的財産として、多岐にわたる活動それぞれに異なるステークホルダーからの理解

と支持を得る必要があります。財務諸表は、その説明責任として本学の運営状況及び財政状態を

適切に反映したものでありますが、大学経営、教育・研究・社会貢献活動に係る様々な情報につい

ても分かりやすく公表すべきと考え、昨年に引き続き、本報告書を作成しました。本学の現状や教

育・研究活動等に対する理解を深めていただければ幸いです。 

 

 財務諸表等については、本学ホームページに掲載しております。おおおおおおおおおおおおおおおおお

おhttps://www.asahikawa-med.ac.jp/guide/data/financial/ 

旭川医科大学 財務報告書 2024 

所在地 〒078-8510 旭川市緑が丘東２条１丁目１番１号 

電  話 0166-65-2111 

ＵＲＬ https://www.asahikawa-med.ac.jp/ 


